
提

出

者

大

出

彰

平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

八

号

車
庫
証
明
の
証
明
期
間
短
縮
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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車
庫
証
明
の
証
明
期
間
短
縮
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
す
な
わ
ち
申
請
者
負
担
軽
減
、
ま
た
、
行
政
事
務
の
効
率
化
の
観
点
か
ら
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
・
サ
ー
ビ
ス
化
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
今
国
会
提
出
の
自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の

道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
も
そ
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
な
る
利
便
性
の
向
上
の
た
め
、

行
政
書
士
制
度
を
活
用
し
、
車
庫
証
明
等
の
期
間
短
縮
を
図
る
べ
き
と
の
観
点
か
ら
質
問
す
る
。

一

自
動
車
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
、
警
察
署
長
が
確
認
し
て
証
明
書
を
発
行
す
る
制
度
で
あ
る
以
上
、
証
明
日
数
の
短
縮
は

車
庫
証
明
事
務
の
委
託
先
を
拡
大
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
調
査
員
の
増
員
で
し
か
解
決
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
平
成
七
年

八
月
二
十
三
日
の
東
京
新
聞
「
愛
知
県
自
家
用
車
協
会
が
車
庫
証
明
を
ね
つ
造
」
の
記
事
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
調
査
員
の
増
員
は
コ
ス
ト
高
で
あ
る
と
と
も
に
、
申
請
者
負
担
の
増
大
に
つ
な
が
り
、
行
政
の
ス
リ
ム
化
に
反
す

る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
で

は
、
規
制
緩
和
に
資
す
る
と
し
て
司
法
の
役
割
（
刑
事
罰
に
よ
る
虚
偽
申
請
の
抑
制
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
自
動
車
の

保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
罰
則
の
適
用
は
、
虚
偽
申
請
で
取
得
し
た
保
管
場
所
証
明
書
使
用
に
よ
る

一



自
動
車
登
録
が
完
了
し
な
け
れ
ば
行
え
な
い
の
か
。

三

虚
偽
申
請
を
調
査
で
発
見
し
た
場
合
、
不
受
理
ま
た
は
不
許
可
処
分
と
な
る
が
、
「
警
察
署
長
に
自
動
車
の
保
管
場
所
に

関
す
る
虚
偽
の
通
知
を
行
わ
せ
て
、
自
動
車
の
整
備
等
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
」
の
み
、
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
の
は
、
合

理
性
を
欠
く
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
警
察
署
長
の
証
明
者
と
し
て
の
責
任
は
問
わ
れ
る
の
か
。

四

自
動
車
保
有
関
係
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
書
は
、
検
査
登
録
手
続
の
九
割
が
本
人
以
外

の
代
行
手
続
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
四
月
二
十
日
の
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
で
峰
久
国
土
交
通
省
自
動
車
交
通
局
長

は
、
「
登
録
申
請
代
行
と
車
庫
証
明
申
請
代
行
手
数
料
は
合
わ
せ
て
平
均
三
万
円
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ

ら
の
書
類
作
成
に
行
政
書
士
が
関
与
し
な
い
場
合
、
行
政
書
士
法
第
十
九
条
に
抵
触
す
る
か
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
行
政
書
士
法
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
、
書
類
作
成
は
無
料
と
し
、
添
付
書
類
の
収
集
、
申
請
書
の
提

出
の
人
件
費
お
よ
び
交
通
費
等
の
実
費
を
登
録
・
車
庫
証
明
代
行
手
数
料
と
明
示
し
て
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
、
行
政
書
士

法
第
一
条
の
二
に
該
当
す
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
第
十
九
条
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。

五

自
動
車
販
売
店
の
中
に
は
、
「
行
政
書
士
で
な
い
も
の
が
自
動
車
の
登
録
・
車
庫
証
明
代
行
費
用
を
徴
収
し
て
は
い
け
な

い
の
は
承
知
し
て
い
る
が
、
役
所
、
特
に
取
締
機
関
で
あ
る
警
察
が
無
資
格
代
行
者
の
申
請
書
を
受
け
取
る
限
り
、
手
数
料

二



を
徴
収
す
る
」
と
し
て
、
国
民
か
ら
不
法
な
金
額
を
徴
収
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
違
法
行
為
是
正
の
た
め
の
対

応
に
つ
い
て
、
示
さ
れ
た
い
。

六

警
察
署
の
窓
口
で
は
、
申
請
代
行
者
は
書
類
を
作
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
届
け
た
だ
け
の
「
使
者
」
扱
い
で
あ

る
。
代
行
者
が
虚
偽
申
請
し
た
場
合
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
罰
則
等
が
適
用
さ
れ
る
の
は
誰
か
。
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

行
政
書
士
法
第
一
条
の
二
に
お
け
る
「
権
利
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
書
類
（
実
地
調
査
に
基
づ
く
図
面
類
を
含

む
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
」
こ
と
を
根
拠
と
す
れ
ば
、
行
政
書
士
が
保
管
場
所
を
調
査
作
成
し
た
配
置
図
を
添

付
申
請
し
た
保
管
場
所
証
明
申
請
に
つ
い
て
、
警
察
署
長
は
現
地
調
査
を
省
略
し
、
翌
日
交
付
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

思
量
で
き
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
こ
の
場
合
、
行
政
書
士
が
虚
偽
申
請
を
行
え
ば
、
警
察
署
長
は
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
に
基
づ
く
罰
則
を
直
ち
に
適
用
で
き
る
と

と
も
に
、
罰
則
の
担
保
に
よ
り
、
よ
り
適
正
化
が
図
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
如
何
か
。
車
庫
証
明
の
現
地
調
査
業
務
の

多
く
を
占
め
て
い
る
業
務
委
託
を
法
律
に
基
づ
く
執
行
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
委
託
費
用
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
「
関
係
法
令
と
の
整
合
等
が
十
分
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
「
自
動
車
保
有
関
係
手
続

三



の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
最
終
報
告
」
の
方
向
性
と
も
合
致
す
る
と
考
え
る
が
、
見
解
は
如
何
か
。

八

今
後
、
電
子
化
に
よ
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
化
が
図
ら
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
申
請
者
側
の
事
情
等
に
よ
り
、
出
頭

主
義
の
方
が
利
便
性
が
高
い
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
存
続
に
つ
い
て
の
見
解
と
見
通
し
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

四


